令和８年２月19日

静東・静西地区　所属長様　　　　　　　　　　　　　　 　一般財団法人静岡県教育会館
理 事 長　　池　谷　英　人


令和8年度　静岡県教育会館建設資金等拠出に関する事務処理について（お願い）

静岡県教育会館事業につきましては、教職員の皆様に御理解と御協力をいただきお礼申しあげます。　
さて、令和6年度より金融機関の振替手数料徴収という課題にあたり、従来の「毎月拠出」から「年に1度６月給料から年額を拠出」という方法に変更させていただきました。おかげさまで大きな混乱もなく円滑に処理ができましたことを重ねてお礼申しあげます。
令和8年度の、静岡県教育会館建設資金等拠出事務処理についても大変お手数をお掛けいたしますが
拠出目的を御理解の上、下記のとおりよろしくお願い申し上げます。


記

1 拠出目的
静岡県教育会館建設資金等としての拠出金を県下の義務教育諸学校や県立学校から募り、教育関係者及び、県民の教育文化の振興と心豊かな地域社会への推進拠点としての教育会館を建設、維持管理することを目的とする。

2 拠出期間
年間1回、2028年６月給料まで

3 拠出対象者
各学校に勤務する県費負担教職員（暫定再任用職員含む）とする。
ただし会計年度任用職員、任期付職員及び臨時的任用職員、非常勤講師（以下、臨時的任用教職員等という）は除く。（暫定再任用職員等として再度任用され、拠出を承諾していただける場合は、任用校で改めて拠出承諾書の提出をしていただく。）

4 拠出目的の説明等
[bookmark: _Hlk169084738][bookmark: _Hlk169079007]所属長は、拠出対象となる職員（異動者、新規採用職員及び暫定再任用職員（以下「新規採用教職員等」という。））に対して教育会館建設資金等の拠出目的を説明し、資金拠出の理解を求める。
　　趣旨に賛同し拠出を承諾する職員は、「静岡県教育会館建設資金等拠出承諾書」を提出する。
· 新規拠出者用説明資料を静岡県教育会館のＨＰに掲載しておりますので御活用ください。


5 拠出方法
6月給与から年額を法定外控除で拠出する。（法定外控除№14を使用）

6 拠出の中断　　　　	
(1) ６月に育児休業、介護休暇及び無給休職等（以下、「育休等」という）を取得している場合
（6月の中途に育休等で休職または復職の場合も中断となります。）
※ただし、給料減額者（時短勤務、有給休職）は全額支給されているとみなし、中断者とはなりません。
(2) [bookmark: _Hlk169681684]県・市町教育委員会事務局、知事部局及び国立学校等（以下「県・市町教育委員会事務局等」という）に転出した場合
(3) 在外日本人学校や大学院に派遣され、派遣期間中の拠出の中断を本人が希望する場合

7 振込方法
静西地区：静岡県労働金庫本支店の静教組口座に、組合関係の法定外控除分に合算し振込をする。　
静東地区：スルガ銀行の静教組口座に、組合関係の法定外控除分に合算して振込をする。

8 事務処理について
(1) ５月提出書類
別紙「年度当初の提出書類一覧」参照
(2) 「静岡県教育会館建設資金等拠出者名簿データ」作成
別紙「拠出者名簿データ作成説明・入力シート」参照
(3) 法定外控除入力など拠出に関する事務処理詳細
	連　絡　先

	静岡県教育会館事務局担当　佐塚
電話　054-252-1011
FAX　054-254-1028
Eﾒｰﾙ　s-kyoiku@isis.ocn.ne.jp


別紙「静岡県教育会館建設資金等拠出の事務処理表（静東・静西）」参照

